
地域の主な相談窓口
聖徳会

阪南中央病院

遊づる

明治橋病院

寿里苑サラ

〒580-0043 松原市阿保3-14-22

〒580-0023 松原市南新町3-3-28

〒580-0014 松原市岡1-184-1

〒580-0045 松原市三宅西1-358-3

〒580-0013 松原市丹南4-172

TEL.072-331-4164

TEL.072-338-7799

TEL.072-335-0110

TEL.072-334-0294

TEL.072-337-7555

高齢者ご相談窓口　市内を国道309号で東西に分担しています。

地域包括支援センターが
みなさんを支援します
高齢者のみなさんが住み慣れた地域で安心して生活を送れるように、様々な面で支援を

行うための総合相談機関です。地域の関係機関と連携し、みなさんの生活をサポートします。

また、認知症の方・そのご家族への支援も行っています。

お困りのことがありましたらお住まいの地域の地域包括支援センターまでご相談ください
また自宅に訪問しての相談も可能です

松原市 
地域包括支援センター

徳 洲 会
〒580-0033
松原市天美南3-15-57

TEL.072-334-3439

FAX.072-334-3454

松原市 
地域包括支援センター

社会福祉協議会
〒580-0043
松原市阿保1-1-1
松原市役所 東別館内

TEL.072-349-2112

FAX.072-335-1294

西 東国
道
３
０
９
号

地域包括支援センターではこんなことを行います地域包括支援センターではこんなことを行います

要支援に認定された方のケアプランを作成

したり、介護や支援が必要となるおそれのあ

る方へ介護予防プログラムの参加を支援し

たりします。

高齢者の方への虐待の防止・早期発見や、

悪質商法の被害を、関係機関と連携して防止

します。

介護予防ケアマネジメント 権利擁護

高齢者の抱える生活全般の悩み・相談に対

して、適切なサービスの紹介や、解決のため

の支援をします。

適切なサービスが提供されるように、地域の

ケアマネジャーへ助言や支援を行います。

総合相談支援 包括的 ・ 継続的ケアマネジメント

西側にお住まいの人 東側にお住まいの人

（松原市地域包括支援センターQRコード）

89437
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※当パンフレットの内容は、厚生労働省資料をもとに作成しております。

　今後、政省令等の公布により内容が変更になる場合があります。
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